
○熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例施行規則〔自転車利用推進課〕

平成21年12月28日

規則第101号

(趣旨)

第1条　この規則は、熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例(平成21年条例第47号。以下「条例」という。)の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条　条例第10条第1項の規定による自転車等駐車場の設置の届出又は届け出た事項の変更の届出は、自転車等駐

車場設置(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2　条例第10条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)　施設の名称、所在地及び所在する区域

(2)　工事の種別並びに着手及び完了の予定日

(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3　条例第10条第2項の位置図は、施設及び自転車等駐車場の付近見取図及び配置図とする。

4　条例第10条第2項の規則で定める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1)　施設の各階平面図

(2)　自転車等駐車場の平面図

(3)　立体式の自転車等駐車場その他の特殊な装置を用いる自転車等駐車場にあっては、その構造図

(4)　店舗面積等を算定することができる求積表

5　市長は、第1項の届出があった場合において、その届出に係る自転車等駐車場が条例第4条から第9条までに規定

する基準に適合することを確認したときは、その届出をした者に対し、自転車等駐車場設置(変更)適合確認通知

書(様式第2号)により通知するものとする。

(自転車等駐車場の設置工事完了届出)

第3条　前条第5項の通知書を受けた者は、自転車等駐車場の設置工事が完了したときは、速やかに自転車等駐車場

設置工事完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2　前項の届出書には、自転車等駐車場の設置工事が完了した状況が分かる写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第4条　条例第13条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第4号とする。

(措置命令書)

第5条　条例第14条に規定する措置命令を行う場合の様式は、様式第5号とする。

(公表の方法)

第6条　条例第15条第1項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の方法により行

うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第7条　熊本市行政手続条例(平成10年条例第42号)及び熊本市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年規

則第1号)に規定する弁明の機会の付与に関する規定は、条例第15条第2項に規定する意見を述べる機会の付与に

ついて準用する。

(雑則)

第8条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附　則(令和5年3月17日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令5規則24・一部改正)
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様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

(令5規則24・一部改正)
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様式第4号(第4条関係)
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